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神
戸
法
学
雑
誌
第
五
五
巻
第
四
号
二

O
O
六
年
三
月

異
称
日
本
伝
注
釈
(
晋
書
編
)

蓮

沼

啓

介

輔
異
称
日
本
伝
に
晋
書
か
ら
引
用
す
る
箇
所
が
あ
る
。
今
本
文
を
訓
点
を
付
し
た
漢
文
の
文
体
で
引
用
し
、
松
下
見
林
の
付
し
た
注
を

滑
読
み
下
し
文
の
形
で
引
用
し
よ
う
。
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ぷ
何
日
弁
論
m
吟
室
事
之
主
心
外
孫

其
絞
首
ハ
蒋
不
一
稔
る
ん
常
化
-
頑
丈

今
按
ズ
ル
ニ
泰
始
ハ
西
菅
ノ
武
帝
ノ
年
競
。
首
ニ
我
朝
神
功
皇
后
ノ
時
ニ
首
タ
ル
ベ
シ
。

異称日本伝注釈(晋書編)

泰
始
は
西
晋
の
武
帝
の
年
号
で
あ
り
、
泰
始
元
年
は
西
暦
の
二
六
五
年
に
換
算
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
日
本
書
紀
の
紀
年
で
言
え
ば

神
功
皇
后
紀
の
六
五
年
に
当
た
る
が
、
実
際
に
気
長
足
姫
尊
が
磐
余
若
桜
宮
に
宮
殿
を
構
え
て
日
本
を
統
治
し
た
年
代
は
、
西
暦
の
三

六
四
年
か
ら
三
六
七
年
に
か
け
て
で
あ
っ
た
と
推
計
さ
れ
る
。
日
本
書
紀
の
編
者
は
紀
年
を
編
成
す
る
際
に
、
春
の
サ
イ
ク
ル
と
秋
の

サ
イ
ク
ル
を
そ
れ
ぞ
れ
一
年
と
計
算
す
る
春
秋
年
に
基
づ
く
古
い
伝
承
や
記
録
を
倍
に
伸
ば
し
て
一
年
二
倍
暦
を
作
成
し
た
と
推
算
さ

れ
る
。
従
っ
て
紀
年
を
半
分
に
短
縮
す
れ
ば
実
年
代
を
逆
算
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
う
し
た
逆
算
に
よ
れ
ば
、
泰
始
の
初
め
に
晋
に

使
節
を
派
遣
じ
た
倭
の
女
王
は
、
貌
志
に
い
う
「
萱
血
乙
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
女
王
は
日
本
書
紀
に
は
倭
誠
一
誠
一
日
百
襲
姫

命
と
い
う
名
で
登
場
す
る
。
箸
墓
古
墳
に
眠
る
謎
の
亙
女
王
で
あ
る
。

青
書
一
一
我
園
ノ
事
ヲ
説
ク
其
ノ
間
前
史
ト
異
同
有
リ
。
宜
シ
ク
参
考
ス
ベ
シ
。
諸
史
皆
此
レ
ニ
倣
ヘ
。
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後
漢
書
や
貌
志
の
記
事
と
晋
書
の
記
事
に
は
「
異
同
」
が
あ
る
の
で
、
晋
書
の
記
事
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
卑
弥
呼
が
帯

方
郡
に
使
節
を
派
遣
し
た
の
は
、
西
晋
の
宣
帝
つ
ま
り
司
馬
畿
が
公
孫
氏
を
平
定
し
た
直
後
の
景
初
三
(
二
一
二
九
)
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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こ
の
年
に
は
廃
帝
で
あ
る
斉
王
芳
が
即
位
し
て
い
る
。
卑
弥
呼
は
国
際
環
境
の
激
変
に
敏
感
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の

後
も
朝
貢
と
使
節
の
招
聴
は
絶
え
る
こ
と
な
く
続
い
た
と
あ
る
。
卑
弥
呼
の
次
に
「
萱
輿
」
が
女
王
に
な
っ
た
年
に
は
、
貌
志
に
見
ら

れ
る
と
お
り
「
披
邪
狗
等
二
十
人
」
の
使
節
団
を
帯
方
郡
に
派
遣
し
た
が
、
使
節
団
は
洛
陽
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。
更
に
次
の
廃
帝
が

即
位
し
た
二
五
九
年
に
も
朝
貢
し
て
い
る
模
様
で
あ
る
。
晋
童
日
は
貌
の
皇
帝
は
晋
の
皇
帝
で
は
な
い
た
め
、
貌
に
対
す
る
倭
国
か
ら
の

朝
貢
の
記
録
は
晋
書
に
は
載
せ
る
必
要
は
な
い
記
事
で
あ
る
と
判
断
し
て
省
い
て
し
ま
っ
て
い
る
模
様
で
あ
る
。
ま
た
「
文
帝
ノ
相
ト

作
ル
ニ
及
ピ
テ
数
々
至
ル
」
と
あ
っ
て
、
西
晋
の
文
帝
こ
と
司
馬
昭
が
相
国
に
な
っ
た
の
は
甘
露
三
(
二
五
人
)
年
で
あ
る
が
、
以
後
、

元
帝
が
即
位
し
た
景
元
元
(
二
六
O
)

年
に
も
、
ま
た
司
馬
昭
が
晋
公
に
な
っ
た
二
六
三
年
と
晋
王
を
称
し
た
二
六
四
年
に
も
お
そ
ら
く

は
使
節
を
派
遣
し
て
い
る
と
推
し
計
る
こ
と
が
出
来
る
。
日
本
書
紀
の
神
功
皇
后
紀
の
六
十
六
年
条
に
引
く
晋
起
居
注
に
は
「
武
帝
の

泰
初
の
二
年
の
十
月
に
倭
の
女
王
、
訳
を
重
ね
て
貢
献
せ
し
む
と
い
ふ
」
と
あ
っ
て
、
武
帝
が
泰
始
元
(
二
六
五
)
年
に
即
位
し
た
折
に

は
直
ち
に
明
く
る
泰
始
二
(
二
六
六
)
年
に
倭
の
女
王
が
朝
貢
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
日
本
書
紀
の
引
用
で
は
泰
始
と
い
う
年
号

が
「
泰
初
」
に
作
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
泰
始
初
」
と
い
う
晋
書
の
記
事
に
惑
わ
さ
れ
て
生
じ
た
誤
記
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

晋
書
の
武
帝
紀
泰
始
二
年
十
一
月
条
に
も
「
十
一
月
乙
卯
倭
人
来
献
方
物
」
と
あ
る
。

倭
の
女
王
で
あ
る
「
萱
輿
」
は
都
合
五
回
も
晋
に
朝
貢
の
使
節
を
派
遣
し
て
い
る
こ
と
が
推
算
さ
れ
る
。
纏
向
に
遷
都
し
た
女
王

「
萱
輿
」
の
支
配
が
長
期
に
亙
っ
て
安
定
し
か
っ
強
大
化
し
て
い
く
様
子
が
こ
こ
か
ら
推
し
量
れ
る
。
前
方
後
円
墳
国
家
の
成
立
で
あ

る
。
御
間
城
入
彦
が
即
位
し
た
の
は
、
逆
算
に
よ
れ
ば
、
二
八
五
秋
年
の
こ
と
で
あ
る
。
女
王
「
萱
奥
」
の
治
世
は
こ
の
頃
ま
で
続
い

て
い
た
も
の
と
推
算
さ
れ
る
。
三
角
縁
神
獣
鏡
を
頒
布
し
た
人
物
も
又
「
萱
血
乙
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
御
間
城
入
彦
の
時
代
に
当

た
る
倭
国
か
ら
西
晋
へ
の
朝
貢
の
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
晋
の
官
吏
た
ち
が
御
間
城
入
彦
の
派
遣
し
た
使
節
団
を
倭
国
の

後
継
と
し
て
は
認
め
な
か
っ
た
た
め
に
生
じ
た
奇
妙
な
事
態
で
あ
る
。
武
帝
の
太
康
十
(
二
八
九
)
年
紀
に
「
東
夷
絶
遠
三
十
余
園
」
「
来

献
」
と
見
え
る
が
、
こ
の
記
事
こ
そ
御
間
城
入
彦
の
派
遣
し
た
使
節
団
の
来
朝
を
告
げ
る
記
事
で
あ
る
。
晋
の
官
吏
た
ち
は
女
王
国
は
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南
方
へ
遷
都
し
た
と
解
し
て
い
た
陳
寿
の
権
威
を
受
け
入
れ
て
お
り
、
女
王
国
よ
り
も
更
に
東
つ
ま
り
日
の
出
る
方
か
ら
や
っ
て
来
た

御
開
城
入
彦
の
派
遣
し
た
使
節
団
を
倭
国
の
使
節
と
は
認
定
で
き
ぬ
ま
ま
に
、
女
王
国
よ
り
も
更
に
東
に
位
置
す
る
「
東
夷
絶
遠
」
の

地
に
あ
る
小
国
か
ら
や
っ
て
来
た
使
節
団
と
し
て
受
け
入
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

高
句
麗
が
楽
浪
郡
を
陥
落
さ
せ
た
一
三
三
年
と
帯
方
郡
を
陥
落
さ
せ
た
翌
二
二
四
年
に
は
、
御
間
城
入
彦
は
ま
だ
治
世
中
で
あ
り
、

異称日本伝注釈(晋書編)

一
一
二
八
秋
年
に
死
去
し
た
と
推
算
さ
れ
る
。
以
後
、
中
国
の
皇
帝
と
倭
国
王
の
聞
に
結
ぼ
れ
る
君
臣
関
係
で
あ
る
冊
封
関
係
は
中
断
し
、

東
晋
の
安
帝
の
義
照
九
(
四
一
一
一
一
)
年
に
大
雀
が
使
節
を
派
遣
す
る
ま
で
、
倭
国
は
中
華
帝
国
の
外
部
に
分
離
独
立
に
存
在
し
て
い
た
わ

け
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
倭
国
は
日
本
列
島
内
部
の
政
治
統
合
を
果
た
し
、
更
に
広
開
土
王
の
碑
に
見
え
る
「
辛
卯
年
」
に
は
朝
鮮
半

島
の
南
端
部
に
武
力
侵
攻
を
開
始
す
る
わ
け
で
あ
る
。

太
伯
ノ
後
ト
謂
フ
ハ
此
レ
ヲ
首
出
ト
為
ス
。
夫
レ
一
犬
虚
ニ
吠
エ
テ
千
犬
撃
ニ
吠
ユ
。

翰
苑
の
伝
え
る
貌
略
の
逸
文
に
は
「
自
謂
太
伯
之
後
」
と
あ
る
。
晋
書
は
貌
略
に
倣
っ
た
の
で
あ
り
、
晋
書
が
「
首
出
」
初
出
で
あ

る
と
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
貌
志
韓
伝
に
装
松
之
が
付
し
た
注
に
引
く
貌
略
逸
文
を
見
る
限
り
、
貌
略
と
貌
志
の
記
述
に
は
大
幅

な
隔
た
り
が
あ
る
。
貌
志
は
貌
略
に
は
見
え
な
い
新
し
い
記
事
を
集
め
て
貌
略
の
記
事
を
補
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
貌
志

は
言
わ
ば
貌
略
の
続
編
な
の
で
あ
り
、
貌
略
の
記
事
を
前
提
に
貌
志
の
執
筆
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

晋
書
ノ
此
ノ
言
出
テ
、
後
史
多
ク
同
然
ト
シ
テ
辞
ヲ
一
ニ
ス
。
何
ゾ
其
レ
詳
カ
ナ
ラ
ズ
ヤ
。
聴
ク
者
察
セ
ズ
引
キ
テ
以
テ
口
{
貫
ト
為

45 

ス
。
何
ゾ
其
レ
惑
ヘ
ル
ヤ
。
天
地
開
閥
ノ
初
我
園
有
リ
。
而
シ
テ
競
シ
テ
大
日
本
豊
秋
津
洲
(
お
お
や
ま
と
と
よ
あ
き
づ
し
ま
)
ト

日
。
我
君
ノ
子
世
世
統
ヲ
伝
フ
。
所
謂
天
照
大
神
ノ
神
孫
ナ
リ
。
呉
ハ
太
伯
ヨ
リ
始
ル
。
世
ノ
相
後
タ
ル
コ
ト
数
千
寓
歳
日
本
何
為
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シ
テ
太
伯
ノ
後
ナ
ラ
ム
。
史
記
呉
ノ
世
家
ヲ
按
ズ
ル
ニ
太
伯
卒
、
ン
テ
子
無
シ
。
弟
仲
擁
嗣
立
ツ
。
後
十
七
世
夫
差
越
ノ
勾
践
ガ
為
ニ

滅
サ
ル
。
斯
ノ
時
我
朝
孝
昭
天
皇
三
年
ニ
首
ル
。
夫
差
ガ
前
ヘ
呉
日
本
ニ
通
ゼ
ズ
。

55巻4号

倭
人
は
太
伯
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
説
が
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
る
が
、
皆
、
謀
略
や
晋
書
の
記
事
を
た
だ
孫
引
き
の
形
で
引
用
し
て

い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
ど
れ
も
考
察
が
足
り
な
い
惑
い
の
極
み
に
す
、
ぎ
な
い
。
日
本
は
神
代
に
始
ま
る
国
で
あ
り
、
太
伯
よ
り
も

遥
か
悠
久
の
太
古
か
ら
存
在
す
る
国
で
あ
る
か
ら
、
倭
人
が
太
伯
の
子
孫
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
松
下
見
林
は
こ
う
強
調
す
る
。
し
か

し
、
神
話
は
史
実
で
は
な
い
の
で
、
松
下
見
林
の
主
張
は
成
立
し
な
い
。
神
日
本
磐
余
彦
の
実
在
の
モ
デ
ル
と
推
測
さ
れ
る
奴
国
の
王

族
が
九
州
を
発
ち
耶
馬
登
の
平
定
に
向
か
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
は
後
漢
の
「
霊
帝
之
光
和
年
間
」
の
こ
と
で
あ
り
、
太
伯
よ
り
も
そ

の
十
七
世
の
末
喬
と
い
う
呉
王
夫
差
よ
り
も
遥
か
に
後
世
の
出
来
事
で
あ
る
。

ギ
υ

ニコロ雑

従
っ
て
、
時
代
の
前
後
関
係
に
基
づ
い
て
、
倭
人
は
太
伯
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
説
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

倭
人
が
そ
う
主
張
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
真
実
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
と
い
う
風
に
批
判
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。

倭
人
は
も
と
も
と
は
中
国
の
南
方
に
生
息
し
て
い
た
部
族
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
呉
の
始
祖
と
伝
え
る
太
伯
の
直
系
の
子
孫
が
い
な
い

こ
と
を
い
い
こ
と
に
、
そ
の
子
孫
で
あ
る
と
勝
手
に
付
会
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

;=. 

ナ法戸神

謹
ン
デ
園
史
及
ピ
我
ガ
諸
書
ヲ
按
ズ
ル
一
一
、
異
域
ノ
人
風
ニ
欝
ヒ
義
ヲ
慕
ヒ
、
来
リ
テ
臣
民
ト
為
ル
者
有
リ
。
其
ノ
氏
族
蕃
別
ト
競

ス
。
蕃
別
種
類
甚
ダ
多
シ
。
其
ノ
中
ニ
松
野
氏
有
リ
。
新
撰
姓
氏
録
ニ
日
ク
、
松
野
ハ
呉
王
夫
差
ガ
後
ナ
リ
。
此
レ
呉
人
我
ニ
来
ル

ノ
始
メ
ナ
リ
。

新
撰
姓
氏
録
、
右
京
蕃
別
上
に
松
野
連
が
挙
が
っ
て
い
て
、
そ
の
系
譜
伝
承
に
よ
れ
ば
「
呉
王
夫
差
之
後
也
」
と
あ
る
。
渡
来
人
士



の
中
に
呉
玉
夫
差
の
後
育
で
あ
る
と
い
う
松
野
氏
が
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
呉
と
倭
国
の
聞
に
は
既
に
往
来
が
あ
っ
た
に

違
い
な
い
と
松
下
見
林
は
推
測
す
る
。

二
園
ノ
時
、
我
呉
ニ
通
ズ
。

異称日本伝注釈(晋書編)

し
か
し
な
が
ら
、
孫
権
の
発
し
た
海
軍
は
結
局
徐
市
(
徐
福
と
も
い
う
)
の
建
て
た
国
に
到
達
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
呉
と
倭

国
が
通
交
を
持
っ
た
と
い
う
記
録
は
別
に
見
当
た
ら
な
い
。
卑
弥
呼
は
親
貌
倭
王
で
あ
り
、
呉
で
は
な
く
貌
に
朝
貢
し
た
こ
と
は
周
知

の
事
実
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
呉
が
滅
亡
す
る
前
夜
に
逃
亡
し
た
船
団
の
一
部
が
沖
縄
本
島
に
到
達
し
た
可
能
性
だ
け
は
否
定
で
き
な

い
。
呉
志
の
天
紀
四
(
二
人
O
)

年
の
条
に
は
「
萄
舟
皆
小
、
今
得
二
万
兵
、
乗
大
船
戦
、
自
足
撃
之
」
と
い
う
進
言
に
基
づ
き
攻
撃
の

用
意
を
整
え
た
と
こ
ろ
、
何
と
「
明
日
当
発
、
其
夜
衆
悉
逃
走
」
兵
士
た
ち
は
聞
に
紛
れ
て
攻
撃
の
前
夜
に
、
ほ
ぼ
全
員
が
ど
こ
か
へ

「
逃
走
」
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
行
き
先
は
不
明
で
あ
る
が
、
逃
走
し
た
船
団
の
一
部
が
沖
縄
本
島
に
至
っ
た
可
能
性
は

高
そ
う
で
あ
る
。
太
平
御
覧
七
八
二
巻
四
夷
部
東
夷
の
条
に
引
く
「
外
国
記
」
に
は
「
周
詳
汎
海
落
狩
興
、
上
多
狩
、
有
三
千
絵
家
、

云
是
徐
福
童
男
之
後
、
風
俗
似
呉
人
」
と
あ
る
。
「
狩
興
州
」
は
お
そ
ら
く
沖
縄
本
島
で
あ
ろ
う
。
沖
縄
本
島
の
住
人
の
風
俗
は
「
似

呉
人
」
呉
の
人
々
の
風
俗
に
似
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
呉
の
風
俗
が
沖
縄
本
島
に
移
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、

呉
か
ら
逃
げ
出
し
た
兵
士
た
ち
が
沖
縄
本
島
に
定
着
し
た
結
果
、
沖
縄
本
島
の
住
人
の
聞
に
呉
の
風
俗
が
広
ま
っ
た
こ
と
を
示
す
歴
史

の
よ
す
が
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
兵
士
た
ち
は
貌
略
に
伝
え
る
倭
の
女
王
国
を
目
指
し
て
東
方
に
船
出
し
た
の
で

あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
「
其
人
寿
考
或
百
年
或
八
九
十
年
」
平
均
寿
命
が
八
九
十
を
数
え
、
「
其
俗
園
大
人
皆
四
五
婦
下
戸
二
三
婦
」

貴
族
に
は
婦
人
が
四
五
人
も
い
て
平
民
で
も
婦
人
が
二
三
人
い
る
と
い
う
一
夫
多
妻
制
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
国
で
あ
る
と
聞
い
て
、

蓬
莱
信
仰
に
囚
わ
れ
た
中
年
男
や
青
年
達
か
ら
な
る
逃
亡
兵
士
の
部
隊
が
東
方
の
海
中
に
広
が
る
楽
園
に
到
達
す
る
夢
を
見
た
可
能
性

47 
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は
結
構
高
そ
う
で
あ
る
。
女
王
国
は
南
方
に
遷
都
し
た
と
い
う
新
情
報
を
耳
に
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
女
王
国
の
新
し
い
宮
都
が
存
す

る
筈
の
沖
縄
本
島
辺
り
に
向
か
っ
て
帆
を
掲
げ
た
公
算
は
一
層
高
く
な
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

55巻 4号

日
本
書
紀
ニ
日
ク
、
謄
神
天
皇
三
十
七
年
春
二
月
阿
知
ノ
使
主
(
お
み
)
都
加
ノ
使
主
ヲ
呉
ニ
遣
ハ
シ
縫
工
女
(
き
ぬ
ぬ
ひ
め
)
ヲ

求
メ
令
ム
。
二
リ
ノ
使
者
高
麗
(
こ
ま
)
ニ
渡
リ
呉
ニ
達
ラ
ン
ト
欲
シ
テ
更
ニ
道
路
ヲ
知
ラ
ズ
。
道
ヲ
知
ル
者
ヲ
高
麗
ニ
乞
フ
。
高

麗
ノ
王
乃
チ
久
雄
波
久
櫨
志
二
人
ヲ
副
ヘ
テ
郷
(
く
に
)
ノ
導
ピ
キ
ト
為
シ
、
是
ニ
由
リ
テ
呉
ニ
通
フ
ヲ
得
タ
リ
。
呉
ノ
王
工
女
兄

媛
弟
媛
呉
織
穴
織
四
人
ヲ
輿
フ
。
是
ナ
リ
。

キ
Uz--n 

応
神
天
皇
の
三
七
年
は
、
日
本
書
紀
の
紀
年
で
は
西
暦
に
換
算
す
る
と
三
O
六
年
に
当
た
る
丙
寅
年
で
あ
る
か
ら
、
三
国
の
時
代
に

は
当
た
ら
ず
、
西
晋
の
恵
帝
の
光
照
元
年
に
該
当
す
る
。
松
下
見
林
に
計
算
の
間
違
い
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
日
本
書
紀
に
伝

え
る
「
且
ハ
」
は
「
句
麗
」
で
あ
り
、
当
時
、
中
国
の
南
朝
へ
の
入
り
口
に
当
た
っ
て
い
た
高
句
麗
の
こ
と
で
あ
る
。
松
下
見
林
に
は
「
句

麗
」
と
中
国
南
部
に
広
が
る
呉
の
地
域
と
の
関
連
が
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

雑
;ll4 

寸ー法戸

応
神
天
皇
の
三
七
年
は
品
陀
和
気
の
三
七
年
で
あ
り
、
阿
知
使
、
王
と
都
加
使
、
王
と
が
東
晋
に
向
か
う
た
め
に
朝
鮮
半
島
に
渡
っ
た
の

は
実
年
代
で
は
四
O
六
秋
年
で
あ
っ
た
と
推
算
さ
れ
る
。
阿
知
使
主
た
ち
が
筑
紫
に
帰
還
し
た
応
神
天
皇
の
四
一
年
は
春
秋
年
で
数
え

て
四
年
後
の
四
O
八
秋
年
と
推
算
さ
れ
る
。
前
年
の
西
暦
で
は
四
O
七
年
に
当
た
る
広
開
土
王
の
十
七
年
で
あ
る
丁
未
年
に
は
倭
軍
と

高
句
麗
軍
と
が
激
戦
を
交
え
、
倭
軍
は
大
敗
北
を
喫
し
て
い
る
。
高
麗
王
の
家
臣
が
副
使
と
し
て
随
行
し
た
と
あ
る
が
、
ひ
ょ
っ
と
す

る
と
高
句
麗
の
捕
虜
と
し
て
東
晋
に
連
行
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
当
時
の
高
句
麗
は
南
朝
と
の
交
易
を
模
索
し
て
お

り
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
外
交
交
渉
の
下
準
備
の
為
に
倭
国
の
使
者
と
高
句
麗
の
使
者
が
随
行
団
を
形
成
し
て
東
晋
に
渡
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
二
人
は
倭
国
と
高
句
麗
と
の
聞
に
お
け
る
和
平
交
渉
の
使
者
と
し
て
筑
紫
に
戻
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

神



政
事
要
略
第
二
十
五
巻
及
維
摩
曾
ノ
縁
起
ニ
臼
。
大
織
冠
鎌
足
政
ヲ
執
ル
時
百
済
ノ
縄
尼
法
明
釘
馬
嶋
ニ
来
タ
リ
テ
呉
音
ニ
維
摩
経

ヲ
諦
ス
。
因
テ
呉
音
ヲ
封
馬
護
ミ
ト
臼
ク
。
乃
呉
音
ノ
源
起
ナ
リ
。

異称日本伝注釈(晋書編)

百
済
の
禅
尼
で
あ
る
法
明
が
維
摩
経
を
諦
読
し
た
功
徳
と
し
て
中
臣
鎌
足
の
病
が
平
癒
し
た
と
い
う
記
事
が
『
政
事
要
略
』
第
二
十

五
巻
に
引
く
興
福
寺
縁
起
の
う
ち
維
摩
舎
の
部
分
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
元
享
釈
書
の
掲
げ
る
法
明
伝
に
拠
れ
ば
西
暦
で
は
六
五
六
年

に
当
た
る
斉
明
二
年
の
出
来
事
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
法
明
が
対
馬
に
や
っ
て
来
て
唯
摩
経
を
音
読
し
た
と
い
う
記
事
の
典
拠
は
不

明
で
あ
る
。
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法
明
が
対
馬
に
や
っ
て
来
て
唯
摩
経
を
音
読
し
た
と
い
う
話
は
ど
う
も
架
空
の
作
り
話
の
模
様
で
あ
る
。
『
宗
氏
国
記
」
に
付
さ
れ

た
対
馬
貢
銀
記
に
は
「
欽
明
天
皇
之
御
代
、
備
法
始
渡
吾
土
。
此
嶋
有
一
比
正
、
以
呉
音
惇
之
。
因
落
日
域
経
論
皆
用
此
音
。
故
謂
之

封
馬
音
」
と
あ
る
。
対
馬
に
や
っ
て
来
た
の
は
「
比
丘
」
僧
侶
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
悉
曇
三
密
紗
に
は
「
我
日
本
国
元
伝
呉
漢
二

音
。
初
金
札
信
来
留
対
馬
国
伝
於
呉
音
。
挙
国
学
之
。
因
名
目
対
馬
音
」
と
あ
っ
て
、
呉
音
を
対
馬
ご
え
と
か
対
馬
読
み
と
か
い
う
沿

革
に
つ
い
て
「
金
礼
信
」
の
名
を
挙
げ
て
別
説
を
伝
え
て
い
る
。
尤
も
、
安
然
の
『
悉
曇
蔵
」
に
見
え
る
「
表
」
「
金
」
の
二
師
と
は

衰
晋
卿
と
金
札
真
の
こ
と
で
あ
る
。
衰
晋
卿
は
天
平
七
(
七
三
五
)
年
に
吉
備
真
備
に
伴
っ
て
日
本
に
渡
来
し
た
音
博
士
で
あ
る
し
、
金

札
真
は
平
安
時
代
に
日
本
に
渡
来
し
た
新
羅
人
で
あ
り
、
呉
音
と
呼
ば
れ
る
中
国
南
方
音
を
日
本
に
伝
え
た
と
思
し
い
人
物
で
あ
る
。

続
日
本
後
紀
に
は
仁
明
天
皇
の
天
長
十
(
入
喜
一
一
)
年
夏
四
月
乙
丑
つ
ま
り
八
日
に
「
新
羅
人
金
札
真
等
男
女
十
人
貫
附
左
京
五
条
」
と

あ
る
。
金
礼
真
は
対
馬
で
は
な
く
て
京
の
都
に
来
て
活
躍
し
た
学
者
で
あ
る
。
悉
曇
三
密
秒
の
著
者
で
あ
る
浄
厳
が
上
古
に
お
け
る
呉

音
つ
ま
り
対
馬
ご
え
の
伝
来
と
中
古
に
お
け
る
呉
音
す
な
わ
ち
中
国
南
方
音
の
学
習
を
混
同
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

悉
曇
三
密
紗
は
別
に
「
或
日
呉
尼
法
明
始
来
諦
呉
音
也
」
と
い
う
法
明
伝
説
に
も
触
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
伝
説
は
対
馬
国
貢
銀
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記
に
見
え
る
「
此
嶋
有
一
比
丘
尼
、
以
呉
音
惇
之
。
因
議
日
域
経
論
皆
用
此
音
。
故
謂
之
封
馬
音
」
に
い
う
「
一
比
丘
尼
」
を
法
明
と

付
会
し
て
成
立
し
た
臆
説
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
も
法
明
は
既
に
「
呉
尼
」
呉
の
尼
僧
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

55巻4号

「
此
嶋
有
一
比
正
尼
、
以
呉
音
惇
之
」
と
い
う
記
事
は
元
々
は
日
域
へ
の
仏
法
の
初
伝
に
関
す
る
伝
承
の
一
部
で
あ
り
、
「
一
比
丘

尼
」
と
は
善
心
と
い
う
尼
僧
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
模
様
で
あ
る
。
『
碧
山
日
録
』
の
応
仁
二
(
一
四
六
八
)
年
八
月
廿
九
日
丙
辰
条
に
引

く
或
日
と
い
う
虚
誕
を
伝
え
る
伝
説
に
は
「
善
蔵
之
嗣
有
一
尼
名
善
心
。
来
此
土
津
島
而
伝
罵
」
と
い
う
一
節
が
残
存
し
て
い
る
。
敏

達
紀
二
ニ
(
五
八
四
)
年
条
に
は
三
人
の
尼
僧
と
し
て
善
信
と
そ
の
二
人
の
弟
子
で
あ
る
善
蔵
と
恵
善
の
名
が
並
ん
で
い
る
。
善
信
尼
は

司
馬
達
等
の
娘
で
あ
る
嶋
女
が
出
家
し
た
後
の
姿
で
あ
る
。
三
人
の
尼
僧
は
百
済
に
渡
り
授
戒
し
て
二
年
後
に
帰
国
し
て
い
る
。
善
蔵

尼
は
漢
人
夜
菩
の
娘
で
あ
る
豊
女
が
出
家
し
た
後
の
姿
で
あ
る
。
漢
人
uu
あ
や
ひ
と
と
は
安
羅
か
ら
渡
来
し
た
人
々
の
こ
と
で
あ
ろ
う

か
ら
、
親
戚
が
朝
鮮
半
島
の
南
端
部
に
も
い
た
可
能
性
が
高
い
。
対
馬
へ
渡
っ
た
と
い
う
善
心
尼
の
素
性
は
不
明
で
あ
る
が
「
善
蔵
之

嗣
」
と
伝
え
る
と
こ
ろ
か
ら
推
測
す
る
に
或
い
は
善
蔵
尼
の
親
戚
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
い
つ
の
間
に
か
善
心
と
法
明
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
日
本
書
紀
や
元
興
寺
伽
藍
縁
起
に
は
そ
の
名
が
見
え

な
い
善
心
と
い
う
無
名
の
尼
僧
を
外
し
て
、
そ
の
代
わ
り
に
法
明
と
い
う
カ
リ
ス
マ
を
持
つ
尼
僧
を
登
場
さ
せ
る
想
像
H

創
造
の
力
が

作
動
し
て
、
「
一
比
正
尼
」
を
法
明
尼
と
す
る
新
し
い
伝
説
が
生
成
し
た
模
様
で
あ
る
。
既
に
元
興
寺
伽
藍
縁
起
に
は
敏
達
紀
に
は
見

え
な
い
法
明
と
い
う
カ
リ
ス
マ
を
持
つ
尼
僧
が
登
場
し
て
い
る
。
敏
達
紀
に
は
高
麗
の
恵
便
が
三
人
の
尼
僧
の
師
と
あ
る
が
、
元
興
寺

伽
藍
縁
起
で
は
恵
便
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
法
明
が
三
人
の
尼
僧
の
師
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
想
像
H

創
造
の
力
が
作
動
し
て
生
成
し

た
幻
で
あ
り
、
新
し
い
伝
説
で
あ
ろ
う
。
実
在
と
思
し
い
法
明
と
い
う
尼
僧
の
カ
リ
ス
マ
に
魅
せ
ら
れ
た
信
徒
の
間
で
こ
う
し
た
伝
説

が
遅
く
と
も
天
平
年
間
に
は
生
成
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
や
か
て
法
明
伝
説
は
更
に
尾
鰭
を
広
げ
、
実
在
の
善
心
に
取
っ
て

代
わ
り
、
法
明
が
対
馬
に
や
っ
て
来
て
唯
摩
経
を
音
読
し
た
と
い
う
伝
説
を
生
み
出
し
、
対
馬
読
み
の
源
の
地
位
を
占
め
る
に
至
る
わ

=寸マ
ロ'1('>雑

;=. 

ナ法戸神

け
で
あ
る
。



日
域
へ
の
仏
法
の
初
伝
を
伝
え
る
伝
承
と
し
て
は
元
享
釈
書
に
司
馬
達
等
伝
が
あ
る
。
「
司
馬
達
等
。
南
梁
人
、
縫
林
十
六
年
来
朝
。

子
時
此
方
未
有
備
法
。
達
等
於
和
州
高
市
坂
田
原
結
草
堂
奉
悌
」
云
々
と
あ
り
、
又
「
達
等
之
子
作
比
丘
。
名
徳
斉
。
女
為
比
丘
尼
。

名
善
信
。
時
人
指
家
族
為
備
種
」
と
結
ん
で
い
る
。
こ
の
伝
承
か
ら
対
馬
読
み
の
源
に
関
す
る
伝
承
が
派
生
し
て
、
更
に
法
明
伝
説
を

結
実
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
松
下
見
林
は
呉
音
の
伝
来
は
仏
法
の
伝
来
に
伴
う
出
来
事
で
あ
り
、
遅
く
と
も
既
に
中
臣
鎌
足
の
時
代
の
頃
に
は
生
じ
て

い
た
こ
と
を
解
き
明
か
し
て
、
経
文
に
は
呉
音
読
み
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
沿
革
を
明
ら
か
に
し
、
呉
の
風
俗
が
倭
国
に
移
っ
て
来
た

わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
う
し
た
形
で
物
事
の
端
緒
と
結
末
の
関
連
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
伝
聞
付
会
の
説
に
反
駁
を
加
え
て
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行
く
わ
け
で
あ
る
。

其
ノ
端
ヲ
求
メ
ズ
其
ノ
末
ア
訊
ハ
ザ
ル
者
卒
爾
ト
シ
テ
日
呉
園
ノ
風
髪
ヲ
断
チ
身
ヲ
文
ク
。
我
ガ
俗
モ
亦
髪
ヲ
断
チ
呉
服
シ
テ
而
シ

テ
呉
音
多
キ
コ
ト
ハ
則
太
伯
ノ
後
ナ
リ
ト
。
此
レ
萱
ニ
惇
曾
ノ
説
ニ
非
ズ
ヤ
。
或
ハ
官
人
ノ
輩
歯
ヲ
染
ル
ヲ
以
テ
身
ヲ
文
ク
ノ
義
ト

為
サ
バ
大
ナ
ル
謬
ナ
リ
。
男
子
倍
子
鍛
柴
ヲ
以
テ
歯
ヲ
染
ル
コ
ト
ハ
鳥
羽
院
天
皇
ニ
起
ル
。
事
ハ
恵
明
院
僧
正
記
ニ
具
サ
ナ
リ
。

呉
の
風
俗
と
倭
国
の
風
俗
の
類
似
は
表
面
だ
け
の
も
の
で
呉
の
風
俗
が
移
っ
た
と
す
る
の
は
伝
聞
付
会
の
説
に
す
ぎ
な
い
。
御
歯
黒

に
つ
い
て
も
鳥
羽
院
の
時
代
に
始
ま
っ
た
風
俗
で
あ
り
、
文
身
の
俗
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
松
下
見
林
は
強
調
す
る
。

稗
ノ
園
月
日
本
史
ヲ
作
テ
朝
ニ
献
ル
。
太
伯
ヲ
以
テ
始
祖
ト
為
ス
。
故
ニ
議
有
リ
テ
行
ハ
レ
ズ
。
蕉
了
子
抄
ニ
見
ヱ
タ
リ
。
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中
巌
円
月
は
鎌
倉
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
活
躍
し
た
僧
侶
で
あ
お
o

元
か
ら
の
渡
来
僧
に
師
事
し
更
に
元
に
八
年
近
く
留
学
し
て
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い
た
国
際
派
で
あ
り
、
禅
宗
中
巌
派
の
祖
で
あ
る
。
円
月
は
暦
応
四
(
三
四
二
年
に
日
本
書
を
著
し
て
い
る
が
、
貌
略
を
初
め
と
し
晋

書
か
ら
梁
書
へ
そ
し
て
北
史
へ
と
続
く
中
国
の
史
書
に
見
ら
れ
る
倭
人
の
自
己
主
張
に
基
づ
き
、
倭
人
の
源
流
を
探
っ
て
、
呉
の
太
伯

の
末
喬
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
だ
が
円
月
の
主
張
に
は
古
事
記
や
日
本
書
紀
や
先
代
旧
事
本
紀
に
伝
え
る
我

が
国
の
神
話
伝
承
に
真
っ
向
か
ら
衝
突
す
る
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
伊
勢
の
度
会
神
道
の
影
響
の
下
に
あ
っ
た
都
人
士
に
は
受

け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
円
月
と
し
て
は
南
朝
方
に
与
す
る
北
畠
親
房
が
『
神
皇
正
統
記
』
に
お
い
て
行
っ
た
反
駁
に
対
し
て

更
に
反
論
を
試
み
、
公
方
方
や
北
朝
方
を
理
論
的
に
支
援
し
、
そ
の
肩
を
持
つ
積
も
り
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
神
仏
の
加
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護
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
二
度
に
亙
る
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
来
襲
を
撃
退
し
た
ば
か
り
で
あ
る
と
本
気
で
信
じ
て
い
た
当
時
の
知
識
人
に
と
っ

て
は
、
倭
人
が
呉
の
太
伯
の
末
喬
で
あ
る
な
ど
と
い
う
説
は
と
う
て
い
受
け
入
れ
難
い
主
張
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
殆
ど
モ
ン
ゴ
ル
軍
に

加
勢
す
る
か
、
更
に
言
え
ば
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
降
伏
す
る
に
等
し
い
議
論
で
あ
っ
て
、
中
国
人
を
始
め
と
す
る
外
国
人
な
ら
行
っ
て
も
さ

の
み
奇
妙
で
は
な
い
異
国
の
観
点
に
立
つ
異
説
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
書
と
も
日
本
紀
と
も
伝
え
る
円
月
の
草
稿
は
禁
裏
御
所

の
手
に
よ
っ
て
焚
書
の
憂
き
目
を
見
た
と
『
本
朝
通
鑑
『
)
は
伝
え
て
い
る
。

日志雑
戸4
寸ー法戸

源
親
房
公
ノ
神
皇
正
統
記
ニ
惇
命
日
ノ
説
ヲ
閥
ゾ
ク
。
太
ナ
ハ
ダ
備
レ
リ
ト
為
ス
。

神

北
畠
親
房
は
『
神
皇
正
統
記
』
で
は
応
神
の
段
に
お
い
て
「
異
朝
ノ
一
書
ノ
中
一
一
、
『
日
本
ハ
呉
ノ
太
伯
ガ
後
也
ト
云
』
ト
イ
ヘ
リ
。

返
々
ア
タ
ラ
ヌ
コ
ト
ナ
リ
」
と
語
り
、
『
日
本
ハ
呉
ノ
太
伯
ガ
後
也
」
と
い
う
伝
聞
付
会
の
説
を
退
け
て
い
る
。
理
由
は
明
白
で
あ
る
。

「
天
地
神
ノ
御
ス
エ
ナ
レ
バ
、
ナ
ニ
シ
ニ
カ
代
ク
ダ
レ
ル
呉
太
伯
ガ
後
ニ
ア
ル
ベ
キ
。
」
記
紀
神
話
に
登
場
す
る
神
々
は
何
千
年
も
前

に
出
現
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
子
孫
で
あ
り
末
喬
で
あ
る
本
朝
の
人
士
が
、
ず
っ
と
後
世
の
代
に
な
っ
て
現
れ
た
呉
の
太
伯
の
後
喬
で

あ
る
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
説
明
に
は
大
い
な
る
説
得
力
が
備
わ
っ
て
い
て
、
「
惇
曾
ノ
説
」
を
退
け
る
の
に
十
分
で



あ
る
と
松
下
見
林
は
完
全
に
賛
意
を
表
し
て
い
る
。

北
畠
親
房
に
せ
よ
松
下
見
林
に
せ
よ
日
本
書
紀
の
権
威
を
受
け
入
れ
、
神
典
と
し
て
崇
め
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
神
典
に
矛

盾
す
る
説
は
神
典
に
合
わ
な
い
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
間
違
い
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。
北
畠
親
房
の
依
拠
す
る
論
法
が
こ
う
し

た
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
要
す
る
に
絶
対
の
真
理
を
ま
ず
設
定
し
て
そ
こ
か
ら
演
緯
を
試
み
る
教
学
に
典
型

的
な
信
念
の
構
造
や
立
論
の
仕
掛
け
が
既
に
確
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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藤
原
兼
良
公
モ
亦
日
。
呉
ノ
太
伯
ハ
姫
姓
荊
蟹
ニ
逃
レ
髪
ヲ
断
ツ
。
身
ヲ
文
以
テ
龍
蛇
ノ
害
ヲ
避
ク
。
而
シ
テ
呉
ハ
東
海
ニ
瀕
(
ち

か
)
シ
。
本
朝
ノ
俗
皆
面
ニ
鯨
ミ
推
髭
一
口
ス
。
故
ニ
太
伯
ノ
後
ト
稽
ス
。
此
レ
蓬
シ
附
曾
シ
テ
之
ヲ
言
フ
。
然
ド
モ
吾
ガ
園
君
臣
皆
天

神
ノ
苗
育
為
リ
。
量
ニ
太
伯
ノ
後
ナ
ラ
ム
ヤ
。

一
条
兼
良
は
「
日
本
書
紀
纂
疏
』
上
の
一
に
お
い
て
日
本
の
呼
称
を
め
ぐ
る
考
証
の
五
番
目
に
「
姫
氏
国
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

晋
書
倭
国
伝
か
ら
「
男
女
子
無
大
小
。
悉
貼
面
文
身
。
自
謂
太
伯
之
後
」
と
い
う
箇
所
を
引
い
て
、
周
の
王
室
は
姫
姓
で
あ
り
、
呉
の

太
伯
は
周
王
の
長
子
で
あ
り
な
が
ら
、
国
を
譲
っ
て
荊
蟹
の
地
に
逃
れ
た
と
い
う
故
事
に
こ
じ
つ
け
て
倭
人
が
そ
の
子
孫
で
あ
る
と
勝

手
に
惰
称
し
た
た
だ
け
で
あ
る
と
こ
の
箇
所
に
対
す
る
批
評
を
行
っ
て
い
る
。
呉
の
太
伯
は
周
王
で
あ
る
古
公
の
長
子
で
あ
り
な
が

ら
、
古
公
が
末
弟
で
あ
る
季
歴
と
そ
の
子
で
あ
る
孫
の
昌
を
後
継
ぎ
に
し
た
い
の
を
知
っ
て
、
弟
の
虞
仲
と
一
緒
に
荊
蟹
つ
ま
り
呉
の

地
に
逃
れ
た
こ
と
が
『
史
記
』
の
周
本
紀
や
呉
太
伯
世
家
に
見
え
る
。
「
文
身
断
髪
」
に
つ
い
て
は
後
漢
の
応
勧
に
注
が
あ
る
し
、
ま
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た
呉
の
風
俗
で
あ
る
「
断
髪
文
身
」
に
つ
い
て
は
『
春
秋
穀
梁
伝
』
哀
公
二
二
(
前
四
人
ニ
)
年
の
条
に
「
祝
髪
文
身
」
と
あ
り
、
そ
の

注
に
「
文
身
」
と
い
う
の
は
身
体
に
模
様
を
画
い
て
入
れ
墨
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
蚊
龍
」
の
害
を
避
け
る
た
め
に
自
ら
体
に
傷
を
つ

け
る
の
だ
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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要
す
る
に
倭
人
の
風
俗
と
呉
の
風
俗
は
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
自
ら
言
う
通
り
倭
人
は
呉
の
太
伯
の
末
青
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
異
端
付
会
の
説
を
一
条
兼
良
は
き
っ
ぱ
り
と
拒
絶
す
る
。
「
然
ド
モ
吾
ガ
園
君
臣
皆
天
神
ノ
苗
喬
為
リ
。
山
豆
ニ
太
伯
ノ
後

ナ
ラ
ム
ヤ
」
。
一
条
兼
良
も
ま
た
日
本
書
紀
を
異
国
の
書
籍
に
優
越
し
た
権
威
あ
る
神
典
と
し
て
崇
め
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

我
が
国
の
君
臣
は
皆
天
神
の
末
喬
で
あ
る
と
い
う
思
想
は
日
本
書
紀
の
権
威
に
依
拠
し
て
初
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
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姫
氏
園
ト
競
ス
ル
コ
ト
ハ
誌
公
ノ
識
文
ニ
出
タ
リ
。
韻
書
ヲ
考
ル
ニ
姫
ハ
婦
人
ノ
美
稿
。
天
照
大
神
ハ
始
祖
ノ
陰
霊
。
神
功
皇
后
ハ

中
興
ノ
女
王
。
故
ニ
園
ノ
俗
或
ハ
之
ヲ
依
リ
用
フ
。
惟
ダ
字
ニ
依
リ
テ
義
ニ
依
ラ
ザ
ル
ナ
リ

同志雑

と
こ
ろ
で
一
条
兼
良
の
い
う
「
誌
公
ノ
識
文
」
と
は
何
か
。
こ
れ
は
梁
の
宝
誌
和
尚
が
著
し
た
と
い
う
「
東
海
姫
氏
園
」
に
始
ま
る

い
わ
ゆ
る
「
野
馬
台
詩
」
の
こ
と
で
あ
る
。
「
識
」
と
は
予
言
書
の
こ
と
で
あ
り
未
来
記
の
こ
と
で
あ
る
。
難
解
な
謎
と
し
て
配
列
さ

れ
た
漢
字
の
固
ま
り
を
前
に
、
解
読
の
手
掛
か
り
も
な
し
に
途
方
に
暮
れ
た
吉
備
真
備
が
、
本
朝
の
神
仏
に
祈
願
し
た
途
端
に
一
匹
の

蜘
昧
が
出
現
し
、
そ
の
糸
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
謎
の
詩
を
解
読
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
類
い
の
説
話
を
大
江
匡
房
の
『
江
談

抄
』
や
『
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
』
が
伝
え
て
い
幻
o

梁
の
宝
誌
和
尚
が
作
っ
た
と
い
う
こ
の
謎
の
漢
文
は
予
言
の
書
と
し
て
平
安
時
代
の
初
期
に
制
作
さ
れ
た
偽
文
書
で
あ
る
。
釈
日
本

紀
の
開
題
に
は
承
平
の
日
本
紀
講
義
の
始
ま
り
に
交
わ
さ
れ
た
質
疑
応
答
の
模
様
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
梁
時
賓
志
和

尚
之
識
」
に
云
う
「
東
海
姫
氏
園
」
に
つ
い
て
交
わ
さ
れ
た
問
答
も
あ
幻
o

「
東
海
姫
氏
園
」
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
、
承
平
の
日

本
紀
講
義
の
博
士
で
あ
る
矢
田
部
公
望
は
、
「
梁
時
賓
志
和
尚
之
識
」
に
云
う
「
東
海
姫
氏
園
」
と
は
我
が
国
の
こ
と
で
あ
る
と
ま
ず

説
明
し
、
我
が
国
は
天
照
大
神
の
如
き
女
神
の
国
で
あ
り
、
ま
た
神
功
皇
后
の
ご
と
き
女
王
の
国
で
も
あ
る
か
ら
「
姫
氏
園
」
と
呼
ん

且'-
ナj去戸神
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だ
の
で
あ
ろ
う
と
自
説
を
展
開
し
て
い
る
。

何
故
「
姫
氏
園
」
と
呼
ぶ
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
別
の
説
明
も
登
場
す
る
。
な
に
ゆ
え
に
日
本
の
こ
と
を
「
姫
氏
」
の
国
と

呼
ぶ
の
か
。
そ
れ
は
倭
人
は
太
伯
の
子
孫
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
太
伯
の
姓
は
「
姫
」
で
あ
る
。
そ
の
姓
に
従
い
姫
氏
の

固
と
言
う
の
だ
と
付
会
説
は
答
え
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
倭
人
の
風
俗
は
呉
の
風
俗
に
そ
っ
く
り
で
あ
る
。

こ
う
し
た
付
会
説
に
対
し
て
反
論
す
る
必
要
が
あ
る
と
一
条
兼
良
は
考
え
て
、
次
の
様
な
反
論
を
試
み
て
い
る
。
日
本
の
こ
と
を
「
姫

氏
国
」
と
い
う
が
、
そ
れ
は
女
神
や
女
王
の
国
で
あ
る
日
本
を
褒
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
「
姫
」
と
い
う
字
は
こ
こ
で
は
婦
人
の
美
称

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
呉
の
太
伯
の
姓
で
あ
る
「
姫
」
に
由
来
す
る
呼
び
方
で
は
な
い
と
。
一
条
兼
良
は
言

う
。
「
惟
ダ
字
ニ
依
リ
テ
義
ニ
依
ラ
ザ
ル
ナ
リ
」
と
。
太
伯
の
姓
で
あ
る
「
姫
」
と
東
海
姫
氏
国
と
い
う
時
の
「
姫
」
は
、
字
は
同
じ

で
も
、
言
葉
の
意
味
や
用
法
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
う
語
っ
て
一
条
兼
良
は
、
承
平
の
日
本
紀
講
義
の
際
に
博
士
で
あ
っ
た
矢
田
部
公

望
の
学
説
に
沿
い
な
が
ら
、
更
に
「
韻
書
」
つ
ま
り
語
学
書
に
見
え
る
意
味
論
を
参
照
し
た
説
明
を
付
加
し
て
、
伝
聞
付
会
の
説
に
対

し
て
分
厚
い
学
識
に
裏
付
け
ら
れ
た
反
論
を
試
み
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

愚
亦
明
ノ
茅
元
儀
ガ
武
備
志
ノ
日
本
考
ヲ
観
ル
ニ
、
日
。
天
ノ
村
雲
ノ
命
ノ
後
ナ
リ
ト
。
此
又
虚
妄
ノ
言
ナ
リ
。

松
下
見
林
は
『
異
称
日
本
惇
』
に
お
い
て
茅
元
儀
の
著
し
た
『
武
備
志
」
巻
二
三
O
か
ら
「
四
夷
八
」
の
「
日
本
考
」
を
引
い
て

い
る
。
そ
の
一
部
を
以
下
に
引
用
す
る
。

漢
滅
朝
鮮
通
使
稽
王
者
三
十
鈴
図
。
其
後
天
村
雲
尊
立
累
惇
皆
栴
尊
。
神
武
天
皇
立
累
惇
皆
稿
天
皇
。
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漢
王
朝
の
時
代
に
武
帝
が
衛
満
の
朝
鮮
を
滅
ぼ
し
て
楽
浪
郡
を
設
置
し
て
以
来
、
使
節
を
派
遣
し
首
長
が
「
王
」
を
称
す
る
小
国
が

三
十
余
り
あ
っ
た
が
、
後
に
「
天
村
雲
」
が
首
長
に
な
っ
て
か
ら
は
累
代
「
尊
」
を
称
す
る
に
至
り
、
更
に
神
武
か
ら
は
代
々
「
天
皇
」

と
称
し
て
い
る
と
茅
元
儀
は
記
し
て
い
る
。
茅
元
儀
と
し
て
は
、
「
王
」
か
ら
「
尊
」
へ
更
に
「
尊
」
か
ら
「
天
皇
」
へ
と
帝
王
の
呼

称
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
し
示
し
て
王
統
の
交
替
が
あ
っ
た
こ
と
を
そ
れ
と
な
く
暗
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
松
下
見
林
は

万
世
一
系
を
当
然
の
前
提
に
し
た
上
で
、
天
皇
氏
の
祖
神
が
天
村
雲
命
で
あ
る
わ
け
が
な
い
と
、
茅
元
儀
の
言
葉
を
「
虚
妄
」
と
排
撃

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
先
代
旧
事
本
紀
の
巻
五
、
天
孫
本
紀
に
見
え
る
尾
張
氏
の
系
図
に
拠
れ
ば
、
天
村
雲
命
は
錦
町
速
日
命
の
孫
と

さ
れ
て
い
る
。
神
日
本
磐
余
彦
の
建
て
た
王
朝
の
前
に
鏡
速
日
命
の
子
孫
が
建
て
た
王
朝
が
あ
っ
た
こ
と
を
茅
元
儀
は
主
張
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

55巻4号誌雑

世
法
録
等
ニ
以
為
ク
徐
福
ガ
後
ト
。
福
ハ
乃
来
紹
ヲ
負
テ
来
タ
ル
者
ナ
リ
。
量
ニ
帝
王
ノ
祖
ト
為
サ
ン
ヤ
。

止A

寸ー法

松
下
見
林
は
陳
仁
錫
の
編
纂
し
た
『
皇
明
世
法
録
』
巻
七
九
か
ら
「
日
本
志
」
を
引
き
、
次
の
様
な
評
を
付
し
て
い
る
。

戸神

今
按
ズ
ル
ニ
右
日
本
志
倭
ニ
備
フ
事
ヲ
議
ス
。
嘗
ニ
時
勢
ヲ
想
ス
。
故
ニ
之
ヲ
載
ス
。

続
い
て
「
日
本
孜
」
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
一
部
を
以
下
に
引
用
し
て
置
く
。

先
時
秦
遣
徐
福
。
将
童
男
女
数
千
入
海
求
蓬
莱
山
。
不
得
憧
諒
止
夷
誠
二
州
。
稽
秦
王
園
競
倭
。
故
中
園
線
呼
之
日
徐
倭
。
非
日
本

正
競
。
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徐
福
は
仙
薬
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
始
皇
帝
に
訴
伐
さ
れ
る
の
を
危
倶
し
て
「
夷
漏
二
州
」
に
止
ま
っ
て
、
新
し
い
国
を
建
設

し
「
秦
王
」
を
称
し
た
が
、
そ
の
国
の
名
称
が
「
倭
」
で
あ
る
と
い
う
。
倭
国
の
開
祖
は
徐
福
で
あ
る
か
ら
日
本
の
こ
と
を
中
国
で
は

「
徐
倭
」
と
呼
ぶ
の
だ
、
と
い
う
陳
仁
錫
の
纏
め
に
対
し
て
、
松
下
見
林
は
そ
ん
な
馬
鹿
な
話
は
な
い
と
反
駁
を
試
み
る
。

「
来
」
は
す
き
の
柄
の
部
分
で
あ
る
し
「
紹
」
は
土
を
掘
り
起
こ
す
す
き
の
先
端
の
部
分
で
あ
る
。
農
具
を
も
た
ら
し
た
徐
福
と
そ

の
一
行
の
子
々
孫
々
が
倭
国
の
王
者
に
な
っ
て
い
る
筈
が
な
い
と
松
下
見
林
は
断
言
す
る
。
確
か
に
「
秦
王
」
の
治
め
た
「
秦
王
国
」

は
倭
国
と
は
異
な
る
別
の
国
で
あ
る
。
徐
福
の
一
行
は
ま
ず
「
宣
州
」
す
な
わ
ち
済
州
島
に
定
着
し
て
、
徐
福
の
王
国
を
建
設
し
た
が
、

後
に
「
秦
韓
」
の
地
に
移
り
、
梁
書
に
見
え
る
扶
桑
国
を
建
設
し
、
更
に
日
本
列
島
に
渡
来
し
て
陪
書
に
見
え
る
「
秦
王
国
」
を
建
設

し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
最
後
に
は
太
秦
の
地
に
到
達
し
て
秦
氏
の
根
拠
地
を
開
拓
し
て
い
る
。
秦
氏
は
諸
蕃
の
中
の
最
大
勢
力
で
あ
っ

て
、
皇
別
に
は
入
ら
な
い
こ
と
は
当
然
か
っ
自
明
で
あ
る
か
ら
、
松
下
見
林
の
断
言
に
は
十
分
な
根
拠
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

日
本
に
つ
い
て
は
「
惇
曾
之
説
」
が
絶
え
な
い
こ
と
を
憂
い
て
、
松
下
見
林
は
溜
め
息
を
付
く
。

鳴
呼
異
邦
人
山
海
阻
深
我
ガ
惇
記
ヲ
見
ル
コ
ト
ア
タ
ワ
ズ
。
惟
擦
ル
所
ノ
者
ハ
口
説
ナ
リ
。
事
賓
ヲ
失
コ
ト
宜
ナ
ル
カ
ナ
。

57 

結
局
、
日
本
は
辺
郡
な
所
に
位
置
す
る
周
辺
の
国
で
あ
る
た
め
、
外
国
人
に
は
日
本
の
伝
記
そ
の
他
の
記
録
を
読
む
機
会
が
な
か
な

か
得
ら
れ
な
い
。
そ
の
結
果
、
外
国
を
訪
れ
た
日
本
人
や
日
本
か
ら
本
国
に
戻
っ
た
外
国
人
か
ら
聞
き
取
っ
た
伝
聞
の
記
事
の
み
に
依

拠
し
て
説
を
立
て
る
た
め
、
事
実
を
失
う
こ
と
と
な
り
や
す
い
の
だ
、
と
。
地
理
上
の
孤
立
が
原
因
と
な
っ
て
、
日
本
に
関
す
る
正
確

な
知
識
が
諸
外
国
に
は
な
か
な
か
広
ま
ら
な
い
。
日
本
認
識
に
つ
い
て
は
誤
謬
の
根
が
余
り
に
深
い
こ
と
に
松
下
見
林
と
し
て
は
慨
嘆

を
禁
じ
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
神
国
思
想
を
堅
く
信
じ
て
疑
う
こ
と
の
な
か
っ
た
松
下
見
林
に
は
思
い
も
寄
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
ま
さ
か
日
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本
書
紀
の
紀
年
が
実
年
代
か
ら
希
離
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
誤
謬
の
最
大
の
根
が
あ
ろ
う
と
は
。
日
本
書
紀
の
紀
年
に
対
し
て
不
審
と
不

信
の
炎
が
燃
え
盛
る
の
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
本
居
宣
長
が
日
本
書
紀
の
記
事
に
対
し
て
「
漢
意
」
と
い
う
悪
罵
を
投
げ
掛
け
て
か

ら
後
の
出
来
事
で
あ
る
。

本
居
宣
長
の
抱
い
た
不
審
と
不
信
を
更
に
徹
底
し
て
、
紀
年
の
原
形
を
復
元
す
る
と
こ
ろ
ま
で
歩
を
進
め
さ
え
す
れ
ば
、
問
題
の
相

貌
は
一
変
す
る
。

55巻 4号

も
し
高
天
の
原
の
神
々
が
呉
の
太
伯
の
子
孫
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
中
巌
円
月
の
異
説
と
北
畠
親
房
の
正
説
と
は
別
に
相
互
に
矛
盾
し

合
い
排
除
し
合
う
関
係
に
立
つ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
別
の
言
葉
で
言
い
直
せ
ば
、
こ
う
な
る
。
す
な
わ
ち
呉
の
太
伯
の
子
孫
を
悟
称

す
る
倭
人
が
北
部
九
州
に
渡
来
し
て
、
後
に
高
天
の
原
の
神
々
と
し
て
祭
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
す
れ
ば
、
中
巌
円
月
の
異
説
と
北
畠
親

房
の
正
説
と
は
相
互
に
補
強
し
合
う
関
係
に
立
つ
こ
と
と
な
る
。
例
え
ば
、
倭
国
の
女
王
で
あ
る
卑
弥
呼
が
呉
の
太
伯
の
子
孫
と
称
す

る
倭
人
の
女
王
で
あ
り
、
後
に
天
照
大
神
と
し
て
祭
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
中
巌
円
月
の
異
説
と
北
畠
親
一
房
の
正
説
と
は

矛
盾
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
な
る
。
か
く
て
問
題
は
消
失
す
る
。
日
本
文
化
の
源
流
が
中
国
の
南
方
に
ま
で
湖
る
と
い
う
文
化
史
上

の
事
実
と
日
本
人
の
本
体
で
あ
る
倭
人
の
本
拠
地
は
後
に
高
天
の
原
と
し
て
神
格
を
与
え
ら
れ
た
北
部
九
州
に
あ
っ
た
と
い
う
史
実
と

言:<=
1>1:'-雑

且ι
ナj去戸

は
完
全
に
両
立
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

神

(
l
)
 

小
林
一
九
五
七
の
指
摘
す
る
同
箔
鏡
の
分
布
に
見
ら
れ
る
西
方
群
と
東
方
群
の
区
別
が
示
す
勢
力
圏
の
対
照
は
、
ほ
ぼ
「
萱
輿
」

女
王
の
時
代
の
勢
力
圏
と
御
間
城
入
彦
の
時
代
の
勢
力
圏
の
対
照
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
年
の
「
倭
国
」
の
通
交
は
、
倭
王
讃
の
派
遣
し
た
正
式
の
使
者
で
は
な
く
、
高
句
麗
の
捕
虜
と
な
っ
た
倭
人
で
は
な
い

か
と
坂
元
二
O
O

二
一
は
推
測
す
る
が
、
倭
国
に
は
長
吏
や
司
馬
や
参
軍
と
い
っ
た
府
の
僚
属
が
い
ま
だ
配
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
高
句

(
2
)
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麗
の
使
節
を
手
本
に
し
て
使
者
を
送
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
雀
は
、
推
計
に
よ
れ
ば
、

四一

O
年
に
即
位
し
て
お
り
、
品
陀
和
気
の
続
け
た
半
島
侵
攻
策
を
放
棄
し
て
、
高
句
麗
と
の
対
決
か
ら
和
平
へ
と
外
交
政
策

を
大
転
回
し
た
と
推
定
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
四
二
二
年
の
通
交
の
際
に
あ
る
い
は
お
雇
い
外
国
人
と
し
て
「
曹
達
」
を
迎
え

入
れ
、
後
に
「
司
馬
」
と
い
う
次
官
職
に
任
官
し
た
の
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

(
3
)
 

竹
田
二
0
0

四
、
六
二
頁
。

市
村
一
九
一
七
、

一
二
七
頁
参
照
。

(
4
)
 

一
六
頁
及
び
白
鳥
一
九
三
五
、

典
拠
と
お
ぼ
し
い
「
維
摩
曾
ノ
縁
起
」
を
筆
者
は
未
見
で
あ
る
。

5 (
6
)
 

馬
淵
一
九
六
五
、
増
訂
版
一
九
七
九
、
第
三
章
。

(
7
)
 

玉
村
一
九
四
O
及
び
北
村
一
九
四
一
。
五
山
文
学
全
集
や
五
山
文
学
新
集
に
収
め
る
東
海
一
温
集
巻
五
に
中
巌
円
月
の
自
歴
譜
が
あ
る
。

(8) 
う
ち
、
暦
応
(
二
ニ
四
一
)
四
年
の
条
に
「
社
門
於
藤
谷
修
日
本
書
」
と
あ
る
。

暦
応
四
年
年
条
。
な
お
松
下
見
林
の
引
く
「
蕉
了
子
抄
」
も
筆
者
は
未
見
で
あ
る
。

一一

O
頁
以
下
参
照

9 

佐
伯
二
0
0
0

、

10 

小
峯
一
九
九
一
ニ
。
お
よ
び
佐
藤
三
三
、
三
八
1
四
O
頁
。
『
延
暦
寺
護
因
縁
起
』
に
見
え
る
「
延
暦
九
年
注
」
が
果
た
し
て
古
伝

を
伝
え
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
鎌
倉
時
代
の
付
会
に
よ
る
偽
注
で
あ
る
か
、
後
考
を
倹
ち
た
い
。

『
耀
日
本
紀
』
開
題
。
な
お
蓮
沼
一
九
九
四
、
注

(
5
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

安
本
二
0
0

三
も
「
大
和
王
朝
以
前
に
、
鏡
速
日
の
尊
王
朝
が
あ
っ
た
」
と
い
う
同
じ
様
、
な
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。

(
日
)

(
川
崎
)
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i
主

AL

Z
Z

日雑且'"寸ーj去戸神

参
考
文
献

市
村
噴
次
郎

小小北
峯林村

坂佐
元伯

佐
藤

白
鳥

竹
田

玉
村

蓮
沼

広
瀬

馬
淵

安
本

津
吉

行
雄

和
明

弘義有
夫 種 清

二
(
)
0
0

o 
o 

仁〉

o 

庫
吉

日
s 
H軍

二
(
)
O
四

啓竹
介 二

美和 和
典夫雄

o 
o 

ζ〉
ζ〉

一九一七

「
唐
以
前
の
福
建
及
び
蓋
湾
に
就
い
て
」
東
洋
学
報
八
巻
一
号
(
一
月
号
)

「
五
山
文
学
史
稿
』
富
山
房

アL
rm 一九五七

「
初
期
大
和
政
権
の
勢
力
圏
」

「
野
馬
台
国
の
言
語
宇
宙
」
思
想

「
貌
志
倭
人
伝
を
読
む
』
上
、
吉
川
弘
文
館

『
古
代
倭
国
の
研
究
』
別
冊
歴
史
読
本
四
六
、
新
人
物
往
来
社

『
偽
書
の
精
神
史
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
二
四
二

史
林
四
O
巻

四
号

ブL
ブL

八
二
七
号
(
七
月
号
)

一九三五

「
『
陪
書
』
の
流
求
園
の
言
語
に
就
い
て
」
(
全
集
第
九
巻
、
所
収
)

『二ニ
0
0

年
間
解
か
れ
な
か
っ
た
日
本
書
紀
の
謎
』
徳
間
書
庖

『
五
山
禅
僧
停
記
集
成
』
新
装
板
、
思
文
閤
出
版

「
天
皇
号
の
成
立
」
神
戸
法
学
雑
誌
四
四
巻
三
号

『
前
方
後
円
墳
国
家
』
角
川
選
書
三
五
五

「
漢
音
・
呉
音
に
つ
い
て
」
『
日
本
韻
学
史
の
研
究
』

E
(増
訂
版
一
九
七
九
)

一九四
O

一九九四
一九六五

『
古
代
物
部
氏
と
「
先
代
旧
事
本
紀
」
の
謎
』

勉
誠
出
版

臨
川
書
庖


